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は
じ
め
に

大
和
国
宇
智
郡
は
大
和
国
中
西
部
に
位
置
し
、
現
在
は
五
條
市
の
一
部
と
な
っ

て
い
る
。
宇
智
郡
は
さ
ま
ざ
ま
な
街
道
が
集
ま
る
交
通
の
結
節
点
で
あ
る
と
と
も

に
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
は
五
條
代
官
所
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
大
和
中
南

部
の
中
心
地
と
な
る
地
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
三
年
に
五
條
市
教
育
委
員
会
は
五
條
村
の
庄
屋
を
務
め
た
中
家
の
史
料

調
査
を
お
こ
な
っ
た （
１
）。
中
家
文
書
は
全
五
六
七
点
か
ら
な
る
史
料
群
で
、
な
か
で

も
寛
永
年
中
に
五
條
村
に
設
置
さ
れ
た
五
條
馬
借
所
が
近
隣
の
村
々
と
通
行
路
な

ど
に
つ
い
て
争
っ
た
争
論
に
関
係
す
る
文
書
を
多
く
含
む
と
と
も
に
、
争
論
に
関

係
す
る
絵
図
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
。

馬
借
所
に
関
係
す
る
争
論
に
つ
い
て
は
文
書
調
査
を
お
こ
な
っ
た
藤
井
正
英
氏

が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る （
２
）。
し
か
し
、
五
條
馬
借
所
の
活
動
範
囲
な
ど
の
基

本
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
史
料
的
な
限
界
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
①
新
た
に
発
見
さ
れ
た
絵
図
を
紹
介
し
、
②
絵
図
作
成

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
争
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
「
馬
借
通
路
絵
図
」
と
五
條
馬
借
所

五
條
村
の
庄
屋
を
務
め
た
中
家
に
は
馬
借
所
の
争
論
に
関
係
す
る
史
料
が
多
く

残
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
三
年
に
五
條
市
教
育
委
員
会
が
お
こ
な
っ
た
調
査
の

際
に
新
た
な
絵
図
が
発
見
さ
れ
た
（
図
１
）。
絵
図
の
大
き
さ
は
は
縦
一
八
六
・

〇
セ
ン
チ
、
横
二
二
六
・
〇
セ
ン
チ
に
わ
た
る
も
の
で
、
発
見
時
は
段
ボ
ー
ル
の

筒
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
中
性
紙
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
絵
図
そ
の
も
の
に
は
名
称
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
絵
図
に
貼
ら
れ
て

い
る
付
箋
の
記
載
か
ら
元
禄
年
間
に
五
條
村
・
須
恵
村
・
新
町
村
三
ヶ
村
（
以
下
、

五
條
三
ヶ
村
）
と
紀
州
橋
本
町
と
の
間
で
起
こ
っ
た
荷
馬
の
通
行
路
を
め
ぐ
る
争

論
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
五
條
市
で
は
「
馬

借
通
路
絵
図
」
と
い
う
資
料
名
を
付
し
て
い
る
。

馬
借
通
路
絵
図
に
は
争
論
に
関
す
る
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
宇
智
郡
を
中
心
と

し
た
地
域
の
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
。
宇
智
郡
を
中
心
に
東
は
下
市
町
、
西
は
橋

本
町
、
南
は
賀
名
生
谷
ま
で
の
範
囲
が
描
か
れ
て
い
る
。
北
に
金
剛
山
、
南
に
高

野
山
、
東
に
吉
野
山
と
大
峰
山
が
描
か
れ
て
お
り
、
宇
智
郡
が
こ
れ
ら
の
山
に
囲

ま
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
ご
と
に
色
分
け
が
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
大
和
国
に
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「馬借通路絵図」の作成経緯について〔山崎〕
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図1 馬借通路絵図

図2 五條三ヶ村付近 図3 野原村付近



あ
た
る
地
域
は
山
を
緑
で
彩
色
し
、
紀
伊
国
は
無
色
で
あ
る
。
村
に
つ
い
て
は
宇

智
郡
の
村
は
黄
色
、
吉
野
郡
の
村
は
白
で
塗
ら
れ
て
い
る
が
、
紀
州
の
村
は
無
色

で
あ
り
、
一
目
で
地
域
が
分
か
る
よ
う
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
東
か
ら
南

西
に
地
域
を
二
分
す
る
形
で
吉
野
川
（
紀
ノ
川
）
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
村
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
図
２
は
五
條
村
近
辺
の
拡

大
図
で
あ
る
が
、
五
條
村
・
須
恵
村
・
新
町
村
の
三
ヶ
村
が
ひ
と
ま
と
め
で
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
町
家
が
立
ち
並
ん
だ
街
区
が
描
か
れ
て
お

り
、
町
場
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

五
條
三
ヶ
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
五
條
村
は
内
部
に
北
之
町
、
南
之
町
、
中
之

町
、
西
口
町
と
い
っ
た
町
を
含
み
こ
ん
で
お
り （
３
）、
各
町
に
は
月
行
司
が
お
か
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
は
五
條
代
官
所
が
設
置

さ
れ
、
大
和
南
部
の
幕
府
行
政
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
。
須
恵
村
に
つ
い
て
は

史
料
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
新
町
村
は
慶
長
一
三
年

（
一
六
〇
八
）
に
二
見
城
主
と
し
て
入
部
し
た
松
倉
重
政
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
町
で
、

村
内
で
は
市
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
地
子
を
免
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
五
條
・
須

恵
・
新
町
の
三
ヶ
村
は
宇
智
郡
の
中
心
的
な
位
置
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
吉
野
川
南
岸
の
野
原
村
も
五
條
村
と
同
様
に
河
原
町
・
中
ノ
町
・
東
町
・

表
町
・
西
町
と
い
っ
た
町
を
含
み
込
ん
で
お
り
、
町
年
寄
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
（
図
３
）

（
４
）。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
両
村
は
内
部
に
町
を
包
含
し
た

「
町
村
」

（
５
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
所
々
に
は
寺
社
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
寺
社
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
が
描
か
れ
た
基
準
は
不
明
で
あ

る
。ま
た
、
道
に
注
目
す
る
と
、
道
は
赤
で
描
か
れ
て
お
り
、
宇
智
郡
内
を
血
管
の

よ
う
に
め
ぐ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
で
も
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
の

が
伊
勢
街
道
で
あ
る
。
馬
借
通
路
絵
図
で
は
紀
州
橋
本
町
か
ら
紀
ノ
川
沿
い
に
東

上
し
、
五
條
三
ヶ
村
を
通
り
北
上
し
、
三
在
村
付
近
で
再
度
東
へ
と
進
路
を
変
え

下
市
町
の
対
岸
に
至
っ
て
い
る
。
三
在
村
か
ら
北
上
す
る
道
は
大
和
盆
地
に
通
じ

る
中
街
道
に
あ
た
る
。
こ
の
絵
図
作
成
の
背
景
に
荷
物
の
運
送
経
路
に
つ
い
て
の

争
論
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
強
調
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
野
川
を
見
る
と
橋
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
五
條
三
ヶ
村
と
対
岸
の
野
原
村
と

の
間
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
所
々
に
船
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
３
）。

で
は
、
五
條
馬
借
所
の
営
業
範
囲
お
よ
び
取
り
扱
っ
て
い
た
荷
物
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
馬
借
所
一
件
明
細
記
」

（
６
）

と
題
さ
れ
た
史
料
に

は
幕
末
頃
の
馬
借
所
の
駄
賃
や
荷
物
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
五
條
馬

借
所
で
扱
わ
れ
て
い
た
荷
物
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。

「
本
荷
」「
拾
い
荷
」
と
区
分
さ
れ
て
い
る
が
ど

の
よ
う
な
区
分
で
あ
る
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

荷
物
は
古
手
類
や
木
綿
、
干
鰯
、
炭
、
こ
ん
に
ゃ

く
玉
・
杓
子
な
ど
多
様
な
種
類
を
扱
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

ま
た
、
同
史
料
に
は
各
地
へ
の
駄
賃
も
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
２
で

あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
黒
駒
、
御
山
・

丹
原
・
霊

安
寺
と
い
っ
た
五
條
三
ヶ
村
の
吉
野
川
対
岸
に
あ

た
る
宇
智
郡
内
の
村
々
か
ら
、
御
所
や
新
庄
、
高

田
、

今
井
、

俵
本
（

田
原
本
）
な
ど
の
大
和
盆
地

中
部
の
町
場
や
河
内
の
富

田
林
ま
で
広
範
囲
の
地

域
を
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
一

方
で
吉
野
川
（
紀
ノ
川
）
下

流
は
橋
本
町
と
そ
の

隣
村
で
あ
る
東
家
村
ま
で
が
範
囲
で
あ
り
、
橋
本

研究余録
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表1「馬借一件明細記」にみえる運送品

本荷

小豆 蕎麦 酒 醤油 焼酎粕 飴糟 胡麻粕 う
を 実綿 油 菜種 茶 古鉄類 樽榑 桧皮 柏
板 楮 曽木 桧板 箕皮 畳 松煙 竹皮 間木
糠 柏 木綿 綛 古手類 樽木 箸 古綿 こん
にゃく玉 杓子 松脂 菜種

拾ひ荷
米 麦安 大豆 小麦 大麦 空大豆 塩 炭（か
じや・かこ） はい 油粕 筵 板 材木 杉皮 干
鰯 綿実



よ
り
も
下
流
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
五
條
馬
借
所
の

活
動
範
囲
は
大
和
中
南
部
を
中
心
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二
「
馬
借
通
路
絵
図
」
作
成
の
契
機
―
元
禄
年
間
の
争
論

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
家
文
書
に
は
馬
借
所
に
関
係
す
る
争
論
関
係
も
文

書
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
元
禄
期
の
争
論
と
享
保
期
の
争
論
の
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
。
最
後
に
「
馬
借
通
路
絵
図
」
作
成
の
契
機
と
な
っ
た
元
禄
期
の
争

論
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
対
立
相
手
と
な
る
紀
州
橋
本
町
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

紀
州
橋
本
町
は
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
に
木
食
応
其
の
開
基
に
よ
り
、
古
佐

田
村
の
一
部
で
あ
っ
た
荒
地
に
高
野
往
還
の
旅
人
の
た
め
に
宿
場
と

し
て
創
設
さ
れ
た
町
で
あ
る
。
同
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に
は
助
成

の
た
め
に
塩
市
を
立
て
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
、
近
世
を
通
じ
て
「
一

六
塩
市
」
と
呼
ば
れ
た （
７
）。

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）、
紀
州
藩
か
ら
橋
本
町
に
対
し
て
次
の
定

が
下
さ
れ
た
。

【
史
料
】

（
８
）

定

一
、
御
持
之
舟
者
不
及
申
、
他
領
之
舟
も
荷
舟
之
分
者
、
橋
本
よ

り
上
へ
一
切
上
遣
申
間
敷
候
、
但
他
領
へ
之
下
リ
舟
之
分
者
荷

船
ニ
而
も
無
相
違
下
シ
可
申
候

一
、
往
行
之
者
、
舟
ニ
而
上
下
仕
者
於
有
之
者
、
以
橋
本
之
舟
ヲ

為
致
上
下
可
申
候
、
付
舟
ニ
積
替
候
共
、
馬
ニ
着
候
共
、
小
上

ケ
賃
な
と
取
申
間
敷
候
、

�舟
賃
橋
本
よ
り
和
歌
山
迄
壱
艘
ニ

付
五
匁
也

一
、
旅
人
之
上
下
さ
ゝ
わ
り
無
之
様
ニ
可
仕
事

寛
永
八
辛
未
年
七
月
日

大
久
保
五
郎
兵
衛

�

海
野
兵
左
衛
門

�

安
藤
忠
兵
衛

�

戸
田
金
左
衛
門

�

橋
本
年
寄
中

一
条
目
で
は
「
荷
舟
」
に
つ
い
て
は
橋
本
よ
り
も
上
流
へ
は
一
切
上
げ
て
は
い

け
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
紀
ノ
川
下
流
か
ら
五

條
に
直
接
運
ば
れ
て
い
た
荷
物
が
橋
本
で
一
旦
継
ぎ
替
え
る
必
要
が
生
じ
た
の
で

あ
る
。

「馬借通路絵図」の作成経緯について〔山崎〕
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表2 駄賃など一覧

場所 距離 本駄賃 歩行駄賃 雇人足賃

橋本・東家（紀州） 3里 2匁4分8厘 1匁2分 2匁

御所 4里 3匁6分2厘 2匁4分 2匁5分

名柄・豊田 3里 3匁4分8厘

上市 5里 5匁1分8厘 2匁5分

戸毛 3里 3匁6分8厘 1匁6分 2匁

土田・越部 3里 3匁6分8厘 1匁8分 2匁

新庄 5里 5匁7分8厘

今井 6里 5匁4分8厘 2匁9分

高田 6里 5匁3分8厘 2匁9分

八木 6里 5匁4分8厘 2匁9分

下市 3里 5匁4分8厘

吉野 5里 3匁2分

桜井 6里半 3匁6分

俵本 7里 3匁6分

当麻 6里 3匁5分

下渕 3里過 1匁7分

佐味 1匁2分 1匁7分

岩崎 4里 1匁8分

箸尾 3匁8分

土佐 5里 3匁8分

富田林（河内） 850文

黒駒 2匁4分8厘

御山・丹原・霊安寺 1匁5分

阿田 2里 1匁2分 1匁7分

鬼山 2匁4分

奥谷 1匁7分

江出 1匁7分



こ
れ
を
受
け
て
、
五
條
村
は
当
時
宇
智
郡
の
領
主
で
あ
っ
た
郡
山
藩
に
馬
借
所

を
設
置
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
認
め
ら
れ
た
。
橋
本
側
の
史
料
に
「
寛
永
年
中
五

條
ニ
而
初
而
馬
借
相
構
、
橋
本
之
馬
直
通
し
差
留
候
」

（
９
）

と
あ
る
よ
う
に
、
橋
本
の

馬
の
「
直
通
し
」
を
五
條
側
が
差
し
留
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

同
一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
は
五
條
村
に
高
札
が
下
さ
れ
て
お
り
、
五
條
村
に
馬

借
所
を
設
置
し
、
各
地
へ
の
荷
物
の
荷
継
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
五
月
二
九
日
に
五
條
村
庄
屋
・
年
寄
か
ら
訴
え
が

出
さ
れ
て
い
る （

�）。
そ
こ
で
は
「
「
紀
州
橋
本
よ
り
吉
野
郡
加
名
生
谷
江
荷
馬
通
路

い
た
さ
せ
可
申
様
い
た
し
、
高
橋
よ
り
い
も
村
へ
新
大
道
を
付
、
い
も
村
浦
ニ
横

渡
新
船
わ
か
山
よ
り
上
り
申
候
」
と
紀
州
橋
本
か
ら
加
名
生
（
賀
名
生
）
谷
へ
の

荷
物
運
送
に
関
し
て
、
い
も
（
芋
生
）
村
か
ら
紀
ノ
川
南
岸
に
「
横
渡
」
さ
せ
て

い
た
。
そ
し
て
、
「
坂
部
郷
内
火
打
村
領
内
弐
町
程
作
り
、
夫
よ
り
表
野
村
領
ハ

作
り
不
申
、
表
野
村
よ
り
上
法
師
ヶ
坂
作
り
、
夫
よ
り
山
之
内
少
不
作
、
夫
よ
り

加
名
生
谷
へ
之
道
有
之
候
」
と
宇
智
郡
内
の
坂
部
郷
で
「
法
師
ヶ
坂
」
と
い
う
新

し
い
道
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
條
村
を
経
由

せ
ず
に
、
橋
本
と
賀
名
生
谷
と
を
結
ぶ
ル
ー
ト
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
で

あ
っ
た
。

五
條
村
と
し
て
は
「
五
条
町
之
儀
前
々
よ
り
馬
継
之
所
ニ
而
商
荷
物
諸
色
馬
荷

物
継
来
候
処
、
新
法
を
企
荷
物
付
通
シ
申
候
而
ハ
五
条
町
馬
借
相
止
ミ
申
迷
惑
仕

候
」

（

�）

と
五
條
村
を
経
由
し
な
い
こ
と
は
死
活
問
題
で
あ
り
、
「
町
中
為
滅
亡
」
と

し
て
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
、
「
此
度
道
筋
絵

図
出
来
申
候
、
是
ハ
慥
成
も
の
も
た
せ
遣
候
而
可
然
候
」

（

�）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

争
論
の
過
程
の
中
で
絵
図
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
こ
で
馬
借
通
路
絵
図
に
貼
ら
れ
て
い
る
付
箋
に
注
目
す
る
と
、
西
か
ら
①

「
此
村
五
条
村
馬
借
所
ニ
付
川
南
筋
荷
馬
通
路
境
目
」
、
②
「
此
道
筋
五
条
村
よ
り

紀
州
富
貴
村
并
和
州
吉
野
郡
江
之
道
筋
」
、
③
「
紀
州
よ
り
和
州
吉
野
郡
江
之
歩

行
道
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
②
が
元
禄
期
の
争
論
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
道
筋
で
、

③
は
荷
馬
が
本
来
通
る
べ
き
で
あ
る
と
五
條
三
ヶ
村
が
主
張
す
る
道
筋
で
あ
り
、

元
禄
期
の
争
論
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。こ
の
争
論
は
翌
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
二
月
に
奈
良
代
官
辻
弥
五
左
衛
門

か
ら
次
の
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
で
決
着
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
法
師
ヶ

坂
」
は
新
規
の
馬
道
で
あ
る
。
今
後
は
こ
れ
ま
で
の
通
り
の
道
筋
で
荷
物
を
運
び
、

脇
道
を
通
っ
て
は
い
け
な
い
。
②
表
野
村
庄
屋
は
新
規
に
馬
道
を
作
っ
た
こ
と
は

不
届
き
。
争
論
に
か
か
っ
た
入
用
は
表
野
村
庄
屋
が

負
担
す
る
こ
と
。
③
加
名
生

谷
へ
橋
本
の

者
が
行

く
場
合
は
脇
道
を
通
ら
ず
、
五
條
村
へ
廻
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。
脇
道
を
通
っ
て
き
た

場
合
は
加
名
生
谷
の
者
を
処
罰
す
る
。
荷
馬
が
五
條
村

を
経
ず
に
脇
道
を
通
る
こ
と
を

非
難
し
た
五
條
村
の
主
張
が
こ
こ
で
は
認
め
ら
れ

て
い
る
。

お
わ
り
に

荷
馬
の
通
行
路
を
め

ぐ
っ
て
は

享
保
期
に
は
橋
本
町
だ
け
で
は
な
く
、
対
岸
の

野
原
村
と
の

間
で
も
大
き
な
争
論
が

起
こ
っ
て
お
り
、

特
に
橋
本
町
と
の
間
の
争

論
に
つ
い
て
は
江

戸
の
評
定
所
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
大
き
な
争
論
は
今

回
紹
介
し
た
元
禄
期
と

享
保
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
も
近
世
を
通
じ
て
た

び
た
び
争
論
が

起
こ
っ
て
お
り
、
五
條
三
ヶ
村
は
馬
借
所
に
よ
る
荷
物
流
通
の
主

導
権
を
主
張
し

続
け
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
五
條
馬
借
所
に
つ
い
て

課
題
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
馬
借
所
の
運
営
が

ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
史
料
の
制
約
も
あ
り

分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
新
た
な
史
料
の

発
見
に
よ
り
こ
の
点
が
深
め
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ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
争
論
の
相
手
で
あ
っ
た
紀
州
橋
本
町
を
含
む
吉
野
川
・
紀
ノ
川
流
域
の

流
通
の
様
相
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
紀
ノ
川
流
域
の
川
舟
や
五
條
馬
借

所
に
よ
る
流
通
の
側
面
か
ら
流
域
の
地
域
社
会
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
る
。

�
註
�

（
１
）
五
條
市
教
育
委
員
会
編
『
五
條
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
十
三
集

中
家
文
書
調
査

報
告
書
』（
二
〇
一
四
年
）（
以
下
、『
中
家
文
書
報
告
書
』）。
当
報
告
書
は

A
D
E
A
C

（
h
ttp

s:/
/
trc-a

d
ea
c.trc.co

.jp
/
W

J
1
1
C
0
/
W

J
J
S
02U

/
2920705200

）
に
て
全

文
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
『
中
家
文
書
報
告
書
』
五
二
～
六
六
頁

（
３
）
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
馬
借
問
屋
を
「
人
さ
し
入
札
」
に
て
決
め
る
事
態
に
な
っ

た
際
、
入
札
を
行
う
単
位
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
「
西
口
町
月
行
司
」
『
新

修
五
條
市
史
史
料
』
（
五
條
市
役
所
一
九
八
七
年
）
四
七
〇
～
四
七
一
頁
）

（
４
）
「
野
原
村
五
人
組
印
形
帳
」
（
『
新
修
五
條
市
史
史
料
』
四
六
〇
～
四
六
四
頁
）

（
５
）
吉
田
伸
之
「
城
下
町
の
構
造
と
展
開
」
（
『
新
体
係
日
本
史
６

都
市
社
会
史
』
山
川

出
版
社
二
〇
〇
一
年
）

（
６
）
「
馬
借
所
一
件
明
細
記
」
（
山
本
家
文
書
（
寄
託
分
）
箱
１
―
３
４
）
。

（
７
）
『
橋
本
市
史
上
巻
』
六
〇
七
頁
（
橋
本
市
役
所
一
九
七
四
年
）

（
８
）
荷
船
の
定
（
『
橋
本
市
史
近
世
史
料
１
』
橋
本
市
二
〇
〇
六
年
、
五
六
三
頁
）

（
９
）
「
舟
継
ぎ
・
伝
馬
継
ぎ
出
入
り
と
通
詞
」
（
『
橋
本
市
史

近
世
史
料
１
』
橋
本
市
、

二
〇
〇
六
年
、
六
一
〇
頁
）

（

10）
「
紀
州
橋
本
よ
り
坂
部
郷
通
り
吉
野
郡
加
名
生
谷
江
荷
馬
通
路
の
拵
に
て
道
作
り
申

故
云
分
書
物
覚
書
」
（
中
家
文
書
箱
１
―
１
７
）

（

11）
同
右

（

12）
同
右

（
市
立
五
條
文
化
博
物
館
）

「馬借通路絵図」の作成経緯について〔山崎〕
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